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１. はじめに

【綾町水道事業経営戦略の改定にあたって】

本町水道事業は、昭和46(1971)年に水道事業の認可を得て、昭和47・48年の施設整備

によりに給水を開始、その後地域の発展と共に歩み、平成2(1990)年に認可を得て平成

3・4年に実施した第一次拡張事業を経て今日に至っております。

厚生労働省は、平成 16年 6月に「水道ビジョン」を策定し、平成 25年 3月に「持続」、

「安全」、「強靭」の観点からビジョンの更新を図り「新水道ビジョン」を策定・公表しまし

た。

その後、平成 26年 8月に総務省から、｢公営企業の経営にあたっての留意事項について｣

が出され、公営企業の中長期的な経営の基本計画である｢経営戦略｣の策定が要請されまし

た。

本町水道事業においては、保有する資産の老朽化に伴う大量更新期の到来や本格的な人

口減少社会の到来により、経営環境は厳しさを増し、不断の経営健全化の取り組みが求めら

れていたことから、平成 30 年 3 月に「綾町水道事業経営戦略」を策定しました。

しかし、水道事業を取り巻く環境は絶えず変化を続け、全国で多発する自然災害等に対す

る備えや、人口減による水需要の低下に対応可能な施設の整備計画や経営計画を行うこと

が急務となっています。

こうしたことに併せ、計画策定から 5年以上が経過するため、改めて水道事業の現状を分

析、評価し、経営戦略の改定を行いました。

改定した計画に基づき、財務、施設、組織、人材等の経営基盤をさらに強化し、持続可能

な水道事業の実現を目指します 。

２. 事業概要

（１） 水道事業の概要

① 給水

② 施設

③ 料金

供用開始年月日 昭和 48 年 4 月 1 日 計画給水人口 7,300 人

法適（全部・財務）・

非適の区分
全部適用

現在給水人口 6,456 人

有収水量密度 0.57 千㎥/ha

水源 伏流水

施設数
浄水場設置数 0

管路延長 86.76km
配水池設置数 2

施設能力 3,144 ㎥/日 施設利用率 70.5%

料金体系の概

要・考え方

・使用水量の多少にかかわらず負担する基本料金と、使用水量に

応じて負担する従量料金の二部料金制となっています。

・直近の料金改定では資産維持費の算定を実施していません。

料金改定年月日 令和 7年 4月 1日
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１ 水道使用料 令和７年３月請求分まで

令和７年４月請求分から令和８年３月請求分まで

令和８年４月請求分から令和９年３月請求分まで

令和９年４月請求分から令和 10 年３月請求分まで

令和 10 年４月請求分から令和 11 年３月請求分まで

種別

料金
基本料金（１か月につき） 従量料金（１立方メートル

につき）
＼

用途 水 量 料 金

専用
一般用 ８立方メートル 750 円 120 円

臨時用 １立方メートル 250 円 250 円

共用
一世帯６立方メート

ル
600 円 120 円

種別

料金
基本料金（１か月につき） 従量料金（１立方メートル

につき）
＼

用途 水量 料金

専用
一般用 ８立方メートル 860 円 137 円

臨時用 １立方メートル 250 円 250 円

共用
一世帯６立方メート

ル
600 円 120 円

種別

料金
基本料金（１か月につき） 従量料金（１立方メートル

につき）
＼

用途 水量 料金

専用
一般用 ８立方メートル 950 円 155 円

臨時用 １立方メートル 250 円 250 円

共用
一世帯６立方メート

ル
600 円 120 円

種別

料金
基本料金（１か月につき） 従量料金（１立方メートル

につき）
＼

用途 水量 料金

専用
一般用 ８立方メートル 1,041 円 173 円

臨時用 １立方メートル 250 円 250 円

共用
一世帯６立方メート

ル
600 円 120 円

種別

料金
基本料金（１か月につき） 従量料金（１立方メートル

につき）
＼

用途 水量 料金

専用
一般用 ８立方メートル 1,132 円 191 円

臨時用 １立方メートル 250 円 250 円

共用
一世帯６立方メート

ル
600 円 120 円
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令和 11 年４月以降請求分

２ メーター使用料（１か月につき）

④ 組織

建設課上下水道係において、以下の職員体制で業務を行っています。

課長 1名

主幹 1名

係長 1名

庶務担当主事 2名

工務担当技師 1名

（２） これまでの主な経営健全化の取組

令和 7年度に料金システムの入替を実施し、これまで外部委託していた契約の異動

や料金算出業務を直営へと変更することで、経費の削減に取り組みました。

（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

経営比較分析表による現状分析結果は、別紙１及び２のとおりです。

種別

料金
基本料金（１か月につき） 従量料金（１立方メートル

につき）
＼

用途 水量 料金

専用
一般用 ８立方メートル 1,223 円 210 円

臨時用 １立方メートル 250 円 250 円

共用
一世帯６立方メート

ル
600 円 120 円

口 径 金 額

13 ミリメートル 50 円

20 ミリメートル 100 円

25 ミリメートル 110 円

30 ミリメートル 150 円

40 ミリメートル 200 円

50 ミリメートル 900 円

建設課

上下水道係
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３. 将来の事業環境

（１） 給水人口の予測

給水人口は、給水区域内人口に給水普及率を乗じて算出します。給水人口の予測方法

について、以下に示します。

・行政区域内人口は綾町策定するの人口ビジョンを基に直近の実績を加味し推計しま

した。

・給水普及率は直近の実施値を設定しました。

その結果、令和 6年(2024)実績 6,456 人から令和 17 年(2035)は 5,807 と 10％程度減

少する見込みです。

（２） 水需要の予測

本町の水道事業普及率は 95％を超えていることから、今後の水需要は給水人口の減

少に比例して減少が続いていくと予測しています。
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（３） 料金収入の見通し

令和 7年 4月より料金改定を実施したことに伴い令和 11年度までは料金収入が増加

する見通しですが、その後は水需要の減少に伴い減少していくと予測しています。

（４） 組織の見通し

今後の組織の見通しは下表のとおりです。

2020年 2025年 2030年 2035年
課長 1 1 1 1
主幹 1 1 1 1
係長 1 1 1 1

庶務担当職員 2 2 2 2
工務担当技師 1 1 1 1

合計 6 6 6 6

0
20,000
40,000
60,000
80,000

100,000
120,000
140,000
160,000

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

千円
料金収入
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４. 経営の基本方針

「綾町上水道事業基本計画」に定められた基本方針のうち、本経営戦略策定期間にお

いては、以下の基本方針を主体として経営に取り組んでまいります。

基本方針 対 応 事業効果

1．水源の安定確保を図る。
新水源の開発

水質計器の設置

非常時対応

一層の水質の安全性確保

2．給水サービスの向上を図

る。
配水管網の整備

給水圧力の適正保持（給水

サービス）

有収率の向上

3．管路情報を収集し活用を

図る。
情報栓設置

配水圧力監視の充実（漏水

対策検討）

4．経営の健全化を推進す

る。
計画的投資

投資費用の抑制・経営収支

の均衡
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５. 投資財政計画（収支計画）

（１） 投資財政計画（収支計画）

投資財政計画は、別紙３のとおりです。

（２） 投資財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

① 収支計画のうち投資についての説明

② 収支計画のうち財源についての説明

③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明

目 標

①管路の耐震化を含めた計画的な更新（管路更新率の向上)

②漏水の早期発見による有収率の向上

②新たな水源確保の検討

水道の給水安定供給を図るため、更新する施設については漏水対策と併せ、地震など

の災害に対応する緊急性の高いものから整備を行う計画としています。

これまで取水、配水施設における電気設備の更新と、昭和 48年度以前に整備した送

配水管のうち、水道の根幹となる大口径の管路の更新を優先して実施してまいりまし

た。

今後は大口径未満の配水管のうち漏水発生の多い箇所から優先して更新を図る計画

としています。

目 標
①料金回収率の向上 （料金回収率 100％以上）

②水道料金改定の検討

収益的収入のうち水道料金は、令和 7年 4月から令和 11年度にかけて料金改定を実

施し、その後は料金改定を実施せず据え置いた料金にて算出しています。

水道料金改定の検討にあたっては、独立採算の原則を基本とし、公益社団法人日本水

道協会が示す「水道料金算定要領」に沿った料金算定を行います。

資本的収入は、企業債の発行を主な財源とし、国庫補助金を積極的に活用する計画と

しています。

計画的な予算執行による余剰経費の発生防止を念頭に、物価上昇を見込みながら経

費の削減に努めることで、営業費用が増加しないことを見込んでいます。
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（３） 投資財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

① 投資の合理化、費用の見直しについての検討状況等

② 財源についての検討状況等

分 類 検討状況等

広域化

令和 7年度より宮崎県中部地区水道企業協議会（西都市、国富町、

綾町、高鍋町、新富町、西米良村、木城町、川南町、都農町、一ツ

瀬営農飲雑用水広域水道企業団）において、広域化の検討を実施し

ており、今後は実現可能な広域化の形態について議論します。

民間の資金・ノウ

ハウ等の活用

（PPP/PFI 等の導

入等）

PPP/PFI 等の導入について具体的な検討には至っていませんが、

民間活用によるサービス水準の維持向上や経費の削減を図る有益な

手法であるため今後検討が必要です。

アセットマネジメ

ントの充実

（施設・設備の長

寿命化等

による投資の平準

化）

令和 3年度に策定したアセットマネジメントを基に、管路及び施

設の更新需用費の将来見通しを把握し、更新の優先度や財政収支を

考慮しながら、中長期の管理運営を検討・実施します。

施設・設備の廃

止・統合

（ダウンサイジン

グ）

該当無し。

施設・設備の合理

化

（スペックダウ

ン）

該当なし。

その他の取組 該当なし。

分 類 検討状況等

料金

投資・財政計画において、料金改定を実施した令和 7年度以降も

繰越利益剰余金は減少していく見込みであるため、水道サービスの

継続と健全な経営が維持できるよう、料金体系の見直しや資産維持

費を含めた料金の算定が必要です。

企業債
更新投資を計画的に実施することで、世代間負担の公平性を確保

します。

繰入金 繰入基準に基づいた繰入の実施をします。

資産の有効活用等

による収益増加の

取り組み

該当なし。

その他の取り組み 該当なし。
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６. 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

経営戦略は、毎年度進捗管理（モニタリング）を行うとともに、３～５年に一度見直し（ロ

ーリング）を行うことが必要です。

見直しに当たっては、経営戦略の達成度を評価し、投資・財政計画やそれを構成する投資試

算、財源試算と実績との乖離及びその原因を分析し、その結果を企業経営に反映させる計画

策定（Plan)－実施（Do)－検証（Check)－見直し（Action)のサイクル（PCDA サイクル）を

導入します。



別紙１

宮崎県　綾町

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km
2
) 人口密度(人/km

2
) グラフ凡例

法適用 水道事業 末端給水事業 A8 非設置 6,785 95.19 71.28 ■ 当該団体値（当該値）

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円) 現在給水人口(人) 給水区域面積(km

2
) 給水人口密度(人/km

2
) － 類似団体平均値（平均値）

- 20.94 96.04 2,460 6,456 12.30 524.88 【】 令和6年度全国平均

経営比較分析表（令和6年度決算）

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

2. 老朽化の状況について

2. 老朽化の状況

全体総括

①経常収支比率
　給水収益については前年度と同程度であり、経常
費用については管路更新に伴う減価償却費の増加、
人件費の単価引き上げ、物価高騰の影響があった
が、経営努力による経費の削減を実施したため経常
収支比率は前年度から約６％向上した。
③流動比率
　100％を超えているものの、類似団体平均を下
回っている状況。
④企業債残高対給水収益比率
　管路の更新による企業債残高の増加に伴い比率が
上昇している。計画的な施設更新に加え料金改定に
よる経営の安定化を図る。
⑤料金回収率
　物価高騰による諸経費の増加に加え、施設更新に
伴う原価償却費の増加があるが、経営努力による経
費の削減を実施し前年度に対して料金回収率の改善
が図られた。
⑥給水原価
　施設の老朽化に伴う修繕費の増加や、施設更新に
伴う減価償却費の増加により給水原価は年々増加傾
向となっていたが、経営努力による経費の削減によ
り昨年度に比べ減少した。
⑦施設利用率
　類似団体と比較し、施設利用率は高く、適正規模
を維持している。
⑧有収率
　漏水の増加に伴い有収率は低下している。計画的
な管路の更新が必要。

①有形固定資産原価償却率
　耐用年数の経過した施設の更新を実施した事によ
り償却率は低下している。
②管路経年化率
　耐用年数を超えた管路の割合が非常に高く、耐震
化を基本とした管路の更新が急務となっている。

　本町水道事業は昭和48年の供用開始から52年が経
過しており、管路経年化率は53％と高く、耐震化と
併せた管路・施設の更新の必要性が非常に高くなっ
ている。
　累積欠損金の発生を回避するため令和7年度から
毎年度、段階的な料金引き上げを5年間実施するこ
ととしているが、今後の施設の更新需要を補完する
料金水準には至らないため、令和12年度に再度料金
改定を実施することとしている。
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当該値 110.69 98.38 98.34 85.07 90.38

平均値 105.34 105.77 104.82 106.46 103.41

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 54.43 53.45 50.27 48.15 43.35

平均値 47.50 48.41 50.02 51.38 52.30

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 71.09 67.75 62.95 58.48 53.80

平均値 17.40 18.64 19.51 21.60 23.36

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

①経常収支比率(％)

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

平均値 24.04 28.03 26.73 27.85 28.00

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 133.58 241.95 211.65 201.92 166.23

平均値 305.08 305.34 310.01 311.12 293.51

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 465.85 554.59 710.29 813.68 1,007.31

平均値 585.59 561.34 538.33 515.14 498.34

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 107.17 94.58 87.24 81.83 87.10

平均値 82.78 84.82 82.29 84.16 81.45

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 111.59 127.07 131.18 146.44 138.29

平均値 225.09 224.82 230.85 230.21 240.31

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 63.82 65.43 66.36 65.58 70.48

平均値 49.38 50.09 50.10 49.76 49.74

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 83.00 79.70 80.00 80.00 74.00

平均値 78.01 77.60 77.30 76.64 75.37

68.00

70.00

72.00

74.00

76.00

78.00

80.00

82.00

84.00

②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対給水収益比率(％)

⑤料金回収率(％) ⑥給水原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧有収率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管路経年化率(％) ③管路更新率(％)

【107.26】 【1.61】 【239.69】 【264.86】

【89.21】【60.21】【181.66】【97.59】

【52.41】 【26.78】 【0.59】



別紙２

種類 経営の健全性・効率性 経営の健全性・効率性 経営の健全性・効率性 経営の健全性・効率性 経営の健全性・効率性 経営の健全性・効率性
番号 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥
指標名 経常収支比率 累積欠損金比率 流動比率 企業債残高対給水収益比率 料金回収率 給水原価

算出式 経常収益÷経常費用×１００
当年度未処理欠損金÷（営業収益－

受託工事収益）×１００
流動資産÷流動負債×１００ 企業債現在高合計÷給水収益×１００ 供給単価÷給水原価×１００

{経常費用－（受託工事費＋材料及び不
用品売却原価＋附帯事業費）－長期前

受金戻入｝÷年間総有収水量

指標の意味

給水収益や一般会計からの繰入金等の
収益によって、維持管理費や支払利息等
の費用をどの程度賄えているかを表して
います。
数値が100％未満の場合は、単年度の経
常損益が赤字であることを示しており、経
営改善に向けた取組が必要です。

営業収益に対する累積欠損金（営業活動
により生じた損失で、前年度からの繰越
利益剰余金等でも補填することができ
ず、複数年度にわたって蓄積した損失の
こと）の状況を表しています。
累積欠損金が発生していないことを示す
0％が求められますが、0％の場合であっ
ても、給水収益が減少傾向にある場合や
維持管理費が増加傾向にある場合は、将
来見込みを踏まえた分析が必要です。

短期的な債務に対する支払能力を表して
います。
一般的に100％を下回る場合、１年以内に
現金化できる資産で、１年以内に支払わ
なければならない負債を賄えていないこと
を示し、支払能力を高める経営改善を図
ることが必要です。

給水収益に対する企業債残高の割合で
あり、企業債残高の規模を表しています。
当該指標を用いて、例えば類似団体と比
較し、投資規模は適切か、料金水準は適
切か、必要な更新を先送りしているため
企業債残高が少額となっているに過ぎな
いか等の分析を行い、経営改善を図るこ
とが考えられます。

給水に係る費用が、どの程度給水収益で
賄えているかを表しており、料金水準等を
評価することができます。
回収率が100％を下回っている場合、給
水に係る費用が給水収益以外の収入で
賄われていることを意味します。数値が低
く、繰出基準に定める事由以外の繰出金
によって収入不足を補填しているような事
業体に当たっては、適切な料金収入の確
保が求められます。

有収水量１㎡当たりについて、どれだけ
の費用がかかっているかを表していま
す。一般的に経年比較や類似団体との比
較等により自団体の置かれている状況を
把握・分析し、今後の料金回収率や住民
サービスの更なる工場のために、投資の
効率化や維持管理費の削減等の経営改
善の検討が求められます。

綾町水道
事業の現状

令和元年度より取り組み始めた施設及び
管路の更新による減価償却費の増加や、
老朽化に伴う修繕費の増加、物価高騰に
よる維持管理費用の増加によって、令和3
年度からは経常収支比率が100％未満と
なっており、経常損失が発生している状況
です。

0%を維持していますが、今後も更新投資
が続く事などから繰越利益剰余金の減少
が見込まれます。

100%を超えている状況ですが令和4年度
以降減少傾向となっています。

令和元年度より施設及び管路の更新を実
施していることに伴い、企業債残高が増
加しているため当該値は上昇していま
す。

物価高騰や施設の更新に伴う減価償却
費の増加があるなか、必要経費の見直し
を実施し前年度と比較し当該数値の5％
の増加があり、類似団体平均を上回る結
果となりました。しかし、100％を下回って
いるため適正な料金収入の確保が必要
です。

類似団体平均を大きく下回っている状態
ですが、施設等の老朽化による修繕費、
動力費の増加や、今後の更新投資による
減価償却費の増加が見込まれるため注
意が必要です。

種類 経営の健全性・効率性 経営の健全性・効率性 老朽化の状況 老朽化の状況 老朽化の状況
番号 ⑦ ⑧ ① ② ③
指標名 施設利用率 有収率 有形固定資産減価償却率 管路経年化率 管路更新率

算出式
一日平均配水量÷一日配水能力

×１００
年間総有収水量÷年間総配水量

×１００

有形固定資産減価償却累計額÷有形固
定資産のうち償却対象資産の帳簿原価

×１００

法定耐用年数を超過した管路延長÷管
路延長×１００

当該年度に更新した管路延長÷管路延
長×１００

指標の意味

一日配水能力に対する一日平均配水量
の割合を表しており、施設の利用状況や
適正規模を判断する指標となります。
一般的に高い数値が望まれますが、季節
によって変動があり得るため、最大稼働
率や負荷率を併せて判断し、適切な施設
規模を把握する必要があります。

施設の稼働が収益にどの程度つながって
いるかを表しています。
一般的に、100％に近いほど施設の稼働
が収益に反映されている状況です。数値
が低い場合は、水道施設や給水装置を通
して給水される数量が収益につながって
いないため、漏水やメーター不感等といっ
た原因を特定し、その対策を講じる必要
があります。

有形固定資産のうち、償却対象資産の減
価償却がどの程度進んでいるかを表して
います。
一般的に、数値が高いほど法定耐用年数
に近い資産が多いことを示しており、将来
の施設の更新等の必要性を推測すること
ができる。

法定耐用年数を超えた管路延長の割合
を表し、管路の老朽化度合を示していま
す。一般的に数値が高い場合は、法廷耐
用年数を経過した管路を多く所有している
ため、管路の更新等の必要性を推測した
上で、必要な場合は財源の確保や経営に
与える影響等を踏まえた分析を行い、投
資計画当の見直しなどを行う必要があり
ます。

当該年度に更新した管路延長の割合を表
しており、管路の更新ペースや状況を把
握できます。
例えば、数値が2.5％の場合、すべての管
路を更新するためには40年かかるペース
であることを示しています。

綾町水道
事業の現状

類似団体と比較して高い水準にあり、資
産が有効に活用されている状況です。

施設の老朽化に伴う漏水が増加しており
有収率が減少傾向となっています。
管路の更新を計画的に進めるとともに漏
水調査による適宜修繕が必要です。

管路の更新に伴い減少傾向となっており
類似団体と比較して低い水準にありま
す。

管路の更新に伴い減少傾向となっていま
すが、類似団体平均を大きく超えており、
過半数の管路が法定耐用年数を超過し
ている状況です。早急な更新投資の実施
が必要です。

管路の更新に伴い、更新率は上昇してい
ます。

【経営比較分析表の説明及び綾町水道事業の現状】



別紙3　（収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

年　　　　　　度 令和6年度 令和7年度

区　　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． (A) 89,647 99,249 110,060 120,069 130,034 140,588 139,527 138,844 137,430 136,445 135,467 134,855
(1) 86,522 96,000 106,781 116,790 126,755 137,309 136,248 135,565 134,151 133,166 132,188 131,576
(2) (B)
(3) 3,125 3,249 3,279 3,279 3,279 3,279 3,279 3,279 3,279 3,279 3,279 3,279

２． 1,059 1,027 2,958 4,555 5,339 6,123 6,908 7,478 8,091 8,833 9,617 10,401
(1)

(2) 1,024 1,022 2,958 4,555 5,339 6,123 6,908 7,478 8,091 8,833 9,617 10,401
(3) 35 5

(C) 90,706 100,276 113,017 124,624 135,374 146,711 146,435 146,322 145,521 145,278 145,084 145,256
１． 93,514 98,665 113,034 118,501 120,328 122,286 124,385 121,919 121,385 123,117 125,357 125,907
(1) 14,577 10,243 14,717 14,717 14,717 14,717 14,717 14,717 14,717 14,717 14,717 14,717

8,539 5,757 8,683 8,683 8,683 8,683 8,683 8,683 8,683 8,683 8,683 8,683

6,038 4,486 6,034 6,034 6,034 6,034 6,034 6,034 6,034 6,034 6,034 6,034
(2) 43,711 53,775 49,061 49,061 49,061 49,061 49,061 49,061 49,061 49,061 49,061 49,061

13,968 15,292 14,196 14,196 14,196 14,196 14,196 14,196 14,196 14,196 14,196 14,196
10,233 14,584 14,086 14,086 14,086 14,086 14,086 14,086 14,086 14,086 14,086 14,086

524 530 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516
18,986 23,369 20,263 20,263 20,263 20,263 20,263 20,263 20,263 20,263 20,263 20,263

(3) 35,226 34,647 49,256 54,723 56,550 58,508 60,607 58,141 57,607 59,339 61,579 62,129
２． 6,842 10,097 14,983 17,462 18,022 18,489 18,957 19,423 19,804 20,088 20,329 20,531
(1) 6,842 10,097 14,983 17,462 18,022 18,489 18,957 19,423 19,804 20,088 20,329 20,531
(2)

(D) 100,356 108,762 128,017 135,963 138,350 140,775 143,342 141,341 141,189 143,206 145,686 146,438
(E) △ 9,650 △ 8,486 △ 15,000 △ 11,339 △ 2,977 5,936 3,093 4,981 4,332 2,072 △ 602 △ 1,182
(F)
(G) 1,537 176
(H) △ 1,537 △ 176

△ 11,187 △ 8,662 △ 15,000 △ 11,339 △ 2,977 5,936 3,093 4,981 4,332 2,072 △ 602 △ 1,182
(I) 97,968 106,630 121,630 132,969 135,946 130,010 126,917 121,936 117,604 115,532 116,134 117,316
(J) 110,281 111,486 115,282 103,152 107,516 130,518 150,795 157,571 147,965 130,067 103,889 72,560

32,624 33,673 37,972 26,565 29,019 40,792 51,202 54,862 50,332 41,654 28,837 13,445
(K) 66,344 78,415 86,166 92,939 93,706 93,540 99,142 105,537 108,414 111,335 113,096 114,737

18,727 25,822 33,573 40,346 41,113 40,947 46,549 52,944 55,821 58,742 60,503 62,144

38,837
( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 89,647 99,249 110,060 120,069 130,034 140,588 139,527 138,844 137,430 136,445 135,467 134,855

(N)

(O)

(P)

営 業 収 益
料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

営 業 外 収 益
補 助 金

他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入
そ の 他

収 入 計
営 業 費 用

職 員 給 与 費
基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費
修 繕 費
薬 品 費
そ の 他

減 価 償 却 費
営 業 外 費 用

支 払 利 息
そ の 他

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)
当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金
流 動 負 債

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

収

益

的

収

支

収

益

的

収

入

収

益

的

支

出



別紙3　（資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円）
年　　　　　度 令和6年度 令和7年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． 153,500 152,874 174,200 65,500 65,500 65,500 65,500 65,500 65,500 65,500 65,500 65,500

２． 1,189 26,800 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

３．

４． 8,567 4,937 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500

５．

６． 13,500 27,600 43,500 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

７．

８． 1,220

９．

(A) 176,787 186,600 244,500 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

(B)

(C) 176,787 186,600 244,500 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

１． 223,683 192,679 250,479 105,979 105,979 105,979 105,979 105,979 105,979 105,979 105,979 105,979

5,979 5,979 5,979 5,979 5,979 5,979 5,979 5,979 5,979 5,979 5,979

２． 15,646 18,728 25,822 33,573 40,346 41,113 40,947 46,549 52,944 55,821 58,742 60,503

３．

４．

５．

(D) 239,329 211,407 276,301 139,552 146,325 147,092 146,926 152,528 158,923 161,800 164,721 166,482

(E) 62,542 24,807 31,801 39,552 46,325 47,092 46,926 52,528 58,923 61,800 64,721 66,482

１． 24,807 31,299 38,828 46,325 47,092 46,926 52,528 53,849 52,579 51,360 50,546

２． 1,574

３．

４． 60,968 503 723 5,075 9,221 13,361 15,937

(F) 62,542 24,807 31,801 39,552 46,325 47,092 46,926 52,528 58,923 61,800 64,721 66,482

(G)

(H) 871,546 788,892 937,270 969,197 994,351 1,018,738 1,043,292 1,062,243 1,074,799 1,084,478 1,091,236 1,096,233

○他会計繰入金 （単位：千円）
年　　　　　度 令和6年度 令和7年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

830 830 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860

830 830 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860

8,567 6,126 26,800 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500

8,567 6,126 26,800 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500

9,397 6,956 27,660 17,360 17,360 17,360 17,360 17,360 17,360 17,360 17,360 17,360

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

他 会 計 負 担 金

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

そ の 他

計

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

そ の 他

計

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度

補

塡

財

源

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度

資

本

的

収

支

資

本

的

収

入

資

本

的

支

出


